
すべての補助事業者に報告義務があります。 

みなさま、必ずご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度新興感染症に係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月 

感染症対策課 事業推進グループ 

 

 

 

 

 

 

  

【お問い合わせ先】  

■消費税の申告や仕入控除税額の詳しい内容等に関すること 

 消費税等の会計処理を把握されている経理担当者や顧問税理士にご相談ください。 

 国税庁のホームページ：https://www.nta.go.jp/ 

  

■本補助金の申請や補助内容に関すること 

 大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課事業推進グループ 

 06-4397-3248 

 kansenshotaisaku-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

https://www.nta.go.jp/
mailto:kansenshotaisaku-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp


1 

 

目次 

１ 消費税の仕入税額控除について ··········································· 2 

（１） 消費税の仕入税額控除制度とは 

（２） 補助金にかかる仕入控除税額の返還について 

（３） 仕入控除税額の報告について 

 

２ 報告方法について ······················································· 3 

 

３ 必要書類等について ····················································· 3 

（１） 様式第４号について 

（２） 添付書類について 

 

４ 仕入控除税額に係る返還額の有無について ································· 4 

 

５ 仕入控除税額に係る返還額がある場合について ····························· 5 

（１） 課税売上割合の確認方法について 

（２） 計算方法の確認について 

 

６ よくある問い合わせ ····················································· 7 

  



2 

 

１ 消費税の仕入税額控除について 

（１）消費税の仕入税額控除制度とは 

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。 

消費者が負担し、事業者が納めますが、流通過程で二重三重に納税されないような仕組みが採られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国税庁「消費税のあらまし」より「第 1章 消費税はどんなしくみ？」 

 

（２）補助金にかかる仕入控除税額の返還について 

補助金は、消費税法上「不課税取引」に該当するため、うち預かり消費税は０円ですが、一方で補助事業の実施に

あたり支払った消費税は、仕入税額控除することができるため、実質事業者が負担していない消費税額に相当す

る補助金を受けていることとなります。 そのため、補助金に係る消費税の仕入税額控除を受けたときは、その控

除額に含まれる補助金額を府に返還しなければなりません。 

＜イメージ＞ 

預かり消費税 10,000円のうち 7,000円は仕入先を通じて納税されることとなるため、 

事業者が国に納める金額から差し引くことで、利益分にかかる消費税のみ国に納付することとなります。 

 

 

 

 

（３）仕入控除税額の報告について 

ⅰ 対象者 標記補助金の交付を受けたすべて
．．．

の医療機関等 ※ 

ⅱ 報告時期 補助事業を実施した期間（令和６年 4月 1日から令和７年 3月 31日）を含む 

課税期間にかかる消費税及び地方消費税の確定申告後、速やかに報告すること 

ⅲ 返還時期 追って連絡します 

※消費税等の申告義務がないなど、返還額がない場合も 0円の確定として報告が必要です。 

 

■消費税の申告や仕入控除税額の詳しい内容等に関するお問い合わせ 

 消費税等の会計処理を把握されている経理担当者や顧問税理士にご相談ください。 

国税庁のホームページ：https://www.nta.go.jp/ 

預かり消費税 
（売上げに含まれる消費税） 

（例）１０，０００円 

支払い消費税 
（仕入れに含まれる消費税） 

（例）7，０００円 

消費税納付額 

（例）3，０００円 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
https://www.nta.go.jp/
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２ 報告方法について 

①大阪府ホームページから様式第４号をダウンロードして、必要事項を入力します。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/kyoutei-hojo.html 

②大阪府行政オンラインシステムに①をアップロードし、報告します。 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41302/00000000/20231001_yusou_manual.pdf 

ⅰ 大阪府行政オンラインシステムの「手続き一覧（事業者向け）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ キーワード検索にて「新興感染症」と検索いただき、手続き一覧の中の「【仕入控除】新興感染症に 

係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金」をクリックします。 

※仕入れ控除においては、施設整備・設備整備いずれも共通の窓口で受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 提出書類等について 

（１）様式第４号について 

大阪府ホームページもしくは大阪府行政オンラインシステムから様式第４号をダウンロードします。 

※同一事業で複数回の交付決定を受けている場合は、交付決定ごとに作成してください。 

※個人事業主や３月決算以外の法人の場合、課税期間が２期にまたがります。 

その場合は、補助金を充てた経費を課税期間ごとに振り分けて、補助金額も課税期間ごとに 

対応するように按分し、２期分を分けて報告書を作成してください。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/kyoutei-hojo.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41302/00000000/20231001_yusou_manual.pdf
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（２）添付書類について 

 主に以下２点ですが、報告内容によってことなりますので、システムにて表示される指示に従ってください。 

 （参考：消費税仕入控除税額に係るフローチャート ｐ4） 

 ⅰ 消費税及び地方消費税の確定申告書 第３-（１）号様式または第 ２７-（１）号様式の写し 

 ⅱ 消費税等の確定申告書に係る付表２-３、付表２-１、または付表２-２ 

（課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書）の写し 

 

４ 仕入控除税額に係る返還額の有無について 

■消費税仕入控除税額に係るフローチャート

 

１ 消費税の確定申告義務がある 

免税事業者であり、消費税等の申告義務がない場合は、返還額０円で報告が必要です。 

２ 簡易課税方式で報告している 

簡易課税制度とは、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出できる制度です。 

課税売上額が 5,000 万円以下の中小企業かつ「消費税簡易課税制度選択届出書」提出により利用可能です。 

３ 公益法人等かつ、特定収入が５％を超える  

公益法人等とは、地方公共団体の特別会計、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、公益財団法人、公

益社団法人、国民健康保険組合、国立大学法人、社会福祉法人、地方独立法人、独立行政法人、日本赤十

字社等が該当します。 

収入のうち特定収入（補助金等の使途が限られた収入）の割合が多く、申告の際にそれに対する経費に 

かかる消費税額が仕入れ控除されることのないよう調整しているため、返還額０円で報告が必要です。 

５ 個別対応方式で対象経費に係る消費税の非課税売上のみに要するものとして申告している 

個別対応方式とは、仕入れに対する消費税を次の３つに区分して計算する方法です。 

イ) 課税売上対応：全額控除する 

ロ) 非課税売上対応：控除しない 

ハ) 共通対応：課税売上割合を乗じた分を控除する 
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５ 仕入控除税額に係る返還額がある場合について 

（１）課税売上割合の確認方法について 

課税資産の譲渡等の対価の額及び資産の譲渡等の対価の額に確定申告書の付表 2-1に記載の値を入力。 

※課税売上割合は自動計算されますが、税額控除の計算で端数処理している場合は、端数処理した金額を直接入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）計算方法の確認について 

様式記載の中から該当する返還理由を１つ選択します。 

イ 課税売上割合が９５％以上かつ課税売上高が５億円以下の法人等の場合 

様式４に自動反映するので、根拠資料（確定申告書の写し等）とあわせて提出します。 

ロ 一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合 

補助金対象経費の内訳を入力します。 

様式４に自動反映するので、根拠資料（確定申告書の写し等）とあわせて提出します。 

ハ 個別対応方式により消費税の申告を行っている場合 

補助金対象経費の内訳を入力します。 

様式４に自動反映するので、根拠資料（確定申告書の写し等）とあわせて提出します。 
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返還額の算定方法 

イ． 全額控除 

課税売上高が５億円以下、かつ 

課税売上割合が９５％以上の場合の法人等 

補助金額×１０／１１０＝返還額 

ロ． 一括比例配分方式 

課税売上割合が９５％未満の法人等であって、 

一括比例配分方式により消費税申告を行う場合 

補助金額×１０／１１０×課税売上割合＝返還額 

ハ． 個別対応方式 

課税売上割合が９５％未満の法人等であって、 

個別対応方式により消費税額の申告を行う場合 

A課税売上対応分※返還額+B共通対応分※返還額＝返還額 

A）課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金  

補助金額×１０／１１０＝課税売上対応分返還額 

B）課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に 

使用された補助金 

補助金額×１０／１１０×課税売上割合＝共通対応分返還額※ 

※課税売上対応分と非課税売上対応分について 

A） 課税売上とは、商品の売上げのほか、サービスの提供等をいいます。自費検査は課税売上となります。 

B） 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは、非課税売上となります。 
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６ よくある問い合わせ 

(１)報告義務について 

１ 仕入控除税額なしですが、 

報告の必要はありますか。 

補助金の交付を受けた補助事業者は返還額の有無に関わらず 

必ず報告してください。（交付要領第８条第６項） 

２ 個人事業主の場合も報告が必要ですか。 個人事業主か法人かに関わらず、すべての補助事業者が 

報告の対象です。 

３ 交付決定を受けたが、実績報告額を 

「０円」で報告し、「０円」で交付額確定 

を受けたが、報告する必要はありますか。 

交付決定を受けたにも関わらず、納品が間に合わなかったことなど

により、実績報告書「０円」で提出し、「０円」で額の確定を受けた

場合、報告する必要はありません。 

４ 補助金の交付を受けた医療機関は既に廃

止していますが、報告の必要はあります

か。 

補助金の交付を受けた後、医療機関を廃止した場合も、報告する必

要があります。 

５ 補助金の交付を受けた当時から、医療機

関の名称を変更しているが、「事業者名」

はどうすればよいですか。 

補助金の交付を受けた当時から、医療機関の名称を変更した場合、

現在の名称で報告してください。その際、旧名称から変更したこと

がわかる書類（登記事項証明書等の写し）を併せて添付してくださ

い。 

(２)消費税に係る確定申告について 

１ 税務署へ修正申告を行い、課税売上割合が

変わった場合はどうすればよいですか。 

報告書を修正する必要がありますが、府の審査状況に応じて、対応

が異なります。速やかに府に連絡してください。 

２ 消費税の確定申告をしているかどうか分

からない。 

確定申告について不明な場合は、経理担当の方や顧問税理士等にお

尋ねください。 

３ 府で返還額を計算して通知はできないで

すか。（返還額がいくらになるか教えてほ

しいです。） 

 返還額の計算では、事業者での確定申告の有無や、確定申告時の仕

入控除の計算方法等確認する必要がありますが、これらは府では分

からないため、事業者からご報告をお願いしています。 

４ 補助対象経費について課税売上対応分・共

通対応分・非課税売上対応分等（個別対応

方式の場合）のいずれに該当するか分から

ないです。（一括比例配分方式の場合で課

税仕入額・非課税不課税仕入額のいずれに

該当するか分からない） 

仕入控除額の計算をした際に、事業者において、補助対象経費をい

ずれかに割り振って計算されているはずです。いずれに割り振られ

たか、経理担当の方や顧問税理士等にお尋ねください。 

５ 返還額なし（０円）として報告したが、そ

の後の手続きはどうなるのか。 

返還額なし（０円）として報告頂ければこの手続きは完了です。（報

告内容に疑義があれば府から連絡することはありますのでご了承く

ださい。） 

６ 仕入れ控除税額の返還額がある場合は府

に振込をすればよいのですか。 

報告書の審査を行い、額が確定した後に、府から納入通知書兼領収

証書を送付します。納入通知書の記載を確認のうえ、納入期限日ま

でに所定の金融機関から振込をお願いいたします。 
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(３)報告書の記載方法について 

１ 複数の補助金の交付を受けたが、仕入控除

税額報告書は１枚にまとめてよいですか。 

同一事業で複数回の交付決定を受けている場合は、交付決定ごとに

作成してください。 

２ 法人内に複数の事業所があるが、法人とし

て１枚の報告書にまとめて報告して良い

か。 

法人で 1 枚にまとめず、補助金の交付決定ごとに報告書を作成して

ください。 

３ 補助事業を実施した期間（令和６年 4 月 1

日から令和７年 3 月 31 日）を含む課税期

間が２期にわたる場合はどのように記載

すればよいですか。 

個人事業主や３月決算以外の法人の場合、課税期間が２期にまたが

ります。その場合は、補助金を充てた経費を課税期間ごとに振り分

けて、補助金額も課税期間ごとに対応するように按分し、２期分を

分けて報告書を作成してください。 

４ 交付決定通知書を紛失したため、交付決定

日や交付決定通知の番号が分かりません。

交付決定通知書を再発行してもらえます

か。 

交付決定通知書や額の確定通知の再発行を行うことはできません。

交付決定日等が不明の場合は、行政オンラインシステム上にある検

索表にて検索してください。（令和７年５月公開予定） 

 


